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平成 28 年鳥取県中部を震源とする地震に伴う 

労働基準法等、派遣労働、雇用保険の特例措置に関する 

Ｑ＆Ａをまとめました 

平成 28 年鳥取県中部を震源とする地震の発生により、被害を受けられた事業場に  

おいては、事業の継続が困難になり、又は著しく制限される状況にあります。  
このため、鳥取労働局（局長 内田 敏之）は、このたびの地震に伴い留意していただき

たい労働基準法等、派遣労働のポイントや、雇用保険の特例措置について、Ｑ＆Ａとして

まとめました。  
具体的な御相談など詳細については、鳥取労働局・労働基準監督署・ハローワークに  

御相談ください。 

【平成 28 年鳥取県中部を震源とする地震に伴うＱ＆Ａ】 

○ 平成 28 年鳥取県中部を震源とする地震に伴う

労働基準法等に関するＱ＆Ａ

○ 平成 28 年鳥取県中部を震源とする地震に伴う

派遣労働に関する労働相談Ｑ＆Ａ

○ 平成 28 年鳥取県中部を震源とする地震に伴う

雇用保険の特例措置に関するＱ＆Ａ
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